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 附 則  

私 た ち に 繋
つな

が る 先 人 た ち は 、 か つ て 、 み ど り 深 き 武 蔵 野 大 地 の 一

角 で 集 落 を 形 成 し ま し た 。 以 来 、 こ の 地 で は 数 限 り な い 人 々 が 、 連

綿 と し た い の ち の 営 み を 続 け 、 幾 星 霜 の 歴 史 を 刻 み な が ら 多 彩 な 文

化 を 育 ん で き ま し た 。  

 昭 和 22（ 194 7）年 に 牛 込 、四 谷 、淀 橋 の 3 区 が 合 併 し て 誕 生 し た

新 宿 区 は 、 江 戸 時 代 か ら 計 画 的 に 市 街 地 と し て 発 展 し た 地 域 、 新 宿

駅 を 中 心 に し た 新 興 商 業 地 域 、 丘 陵 地 の 高 台 に 位 置 し た 純 農 村 地 域

な ど 、 そ れ ぞ れ 地 域 に よ っ て 異 な る 風 情 を 見 せ 、 多 様 性 に 富 ん だ ま

ち と し て 都 市 化 し な が ら 今 日 に 至 っ て い ま す 。  

 私 た ち の 新 宿 区 は 、 首 都 東 京 の 中 心 に 位 置 し 、 こ の 地 に は 、 国 内

外 の 人 々 が と も に 暮 ら し 、 様 々 な 目 的 を 持 っ た 多 く の 人 が 集 い 、 日

々 変 貌
ぼう

を 遂 げ な が ら 活 力 の あ る 国 際 的 な 都 市 と し て 重 要 な 存 在 感 を

示 し て い ま す 。  

 私 た ち の 新 宿 区 は 、 人 々 が 営 営 と し て 築 い て き た 価 値 あ る 歴 史 や

文 化 が 随 所 に 息 づ く ま ち で あ り 、 日 本 を 代 表 す る 文 豪 夏 目 漱 石 を は

じ め 幾 多 の 貴 重 な 人 材 を 輩 出 し て い ま す 。  



私 た ち の 新 宿 区 は 、 ま た 、 時 代 の 先 端 を 切 り 拓
ひら

く 新 し い 文 化 の 発

信 源 と し て 、 進 取 の 気 風 に 富 み 、 エ ネ ル ギ ー に 満 ち た ま ち で す 。  

こ う し た 歴 史 的 文 化 的 遺 産 や 地 域 の 風 土 は 、 新 宿 区 が 持 つ 優 れ た

特 性 と し て 、 私 た ち が 誇 り と す る も の で す 。  

今 、 地 域 自 治 の 時 代 を 迎 え よ う と し て い ま す 。  

新 宿 区 が 持 つ 特 性 を 生 か し な が ら 、 安 全 で 安 心 な 社 会 、 持 続 可 能

な 社 会 の 実 現 を め ざ し 、 情 報 の 共 有 化 や 区 政 参 加 の 促 進 を 図 り 、 成

熟 し た 地 域 自 治 を こ の 地 新 宿 に 花 開 か せ る こ と は 、 私 た ち に 課 せ ら

れ た 大 き な 使 命 で す 。  

私 た ち は 、 新 た な 時 代 の 流 れ を 深 く 自 覚 し 、 世 界 の 恒 久 平 和 や 地

球 環 境 の 保 全 を 希 求 し 、 互 い の 人 権 や 個 性 を 尊 重 し 合 い な が ら 、 市

民 主 権 の 下 、 こ の 地 に 最 も ふ さ わ し い 私 た ち が 主 役 の 自 治 を 創 造 し

ま す 。  

私 た ち は 、 世 界 か ら こ の 地 に 集 う 人 々 と と も に 互 い の 持 つ 多 様 性

を 認 め 合 う 多 文 化 共 生 社 会 の 実 現 を め ざ す と と も に 、 新 宿 区 の 優 れ

た 歴 史 や 文 化 を 世 代 を 超 え て 継 承 し 、 一 人 ひ と り の 思 い を し っ か り

と 基 盤 に 据 え た 地 方 政 府 を 創 り 上 げ る 決 意 を 込 め 、 こ こ に 新 宿 区 の

最 高 規 範 と し て こ の 条 例 を 制 定 し ま す 。  

   第 1 章  総 則  

（ 目 的 ）  

第 1 条  こ の 条 例 は 、 自 治 の 基 本 理 念 を 明 ら か に す る と と も に 、 こ

れ に 基 づ く 区 政 運 営 の 原 則 並 び に 区 民 、新 宿 区 議 会（ 以 下「 議 会 」

と い う 。 ） 及 び 新 宿 区 長 （ 以 下 「 区 長 」 と い う 。 ） の 責 務 等 に つ

い て 定 め 、 も っ て 新 宿 区 （ 以 下 「 区 」 と い う 。 ） の 更 な る 自 治 の

実 現 を 図 る こ と を 目 的 と す る 。  

（ 定 義 ）  

第 2 条  こ の 条 例 に お い て 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 用 語 の 意 義 は 、 そ れ

ぞ れ 当 該 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

 ⑴  区 民  区 の 区 域 内 （ 以 下 「 区 内 」 と い う 。 ） に 住 所 を 有 す る

者 並 び に 区 内 で 働 く 者 、 学 ぶ 者 、 活 動 す る 者 及 び 活 動 す る 団 体

を い う 。  

 ⑵  公 共 サ ー ビ ス  公 共 サ ー ビ ス 基 本 法（ 平 成 21 年 法 律 第 40 号 ）

第 2 条 に 規 定 す る 公 共 サ ー ビ ス を い う 。  

 ⑶  区 の 行 政 機 関  区 長 、 新 宿 区 教 育 委 員 会 、 新 宿 区 選 挙 管 理 委

員 会 及 び 新 宿 区 監 査 委 員 を い う 。  



⑷  職 員  次 に 掲 げ る 者 を い う 。  

  ア  地 方 公 務 員 法（ 昭 和 25 年 法 律 第 261 号 ）第 3 条 第 2 項 に 規

定 す る 一 般 職 に あ る 者 及 び 同 条 第 3 項 に 規 定 す る 特 別 職 に あ

る 者 （ 議 員 を 除 く 。 ） で 区 に 勤 務 す る も の  

  イ  地 方 教 育 行 政 の 組 織 及 び 運 営 に 関 す る 法 律（ 昭 和 31 年 法 律

第 162 号 ）第 37 条 第 1 項 に 規 定 す る 県 費 負 担 教 職 員 で 区 に 勤

務 す る も の  

（ 基 本 理 念 ）  

第 3 条  区 は 、人 権 を 尊 重 し 、一 人 ひ と り を 大 切 に す る 区 政 を 行 う 。  

２  区 は 、 区 民 が 主 役 の 自 治 の 実 現 を 図 り 、 区 民 は 、 自 治 の 担 い 手

と し て 地 域 の 課 題 を 解 決 す る も の と す る 。  

３  区 は 、 地 方 自 治 の 本 旨 に 基 づ く 基 礎 自 治 体 で あ り 、 確 立 し た 自

治 権 を も ち 、 区 民 自 治 を 基 本 と し た 区 政 を 推 進 す る 。  

（ 条 例 の 位 置 付 け ）  

第 4 条  区 は 、 こ の 条 例 を 区 に お け る 最 高 規 範 と し 、 他 の 条 例 等 を

制 定 し 、 又 は 改 廃 す る に 当 た っ て は 、 こ の 条 例 と の 整 合 性 を 図 る

も の と す る 。  

   第 2 章  区 民  

 （ 区 民 の 権 利 ）  

第 5 条  区 民 は 、 区 政 に 関 す る 情 報 を 知 る 権 利 を 有 す る 。  

２  区 民 は 、 公 共 サ ー ビ ス を 受 け る 権 利 を 有 す る 。  

３  区 民 は 、 区 政 に 参 加 す る 権 利 を 有 す る 。  

４  区 民 は 、 区 の 自 治 の 担 い 手 と し て 、 生 涯 に わ た り 学 ぶ 権 利 を 有

す る 。  

 （ 区 民 の 責 務 ）  

第 6 条  区 民 は 、 区 内 に と も に 生 き る も の と し て 、 互 い の 自 由 及 び

人 格 を 尊 重 し 、 良 好 な 地 域 社 会 の 創 出 に 努 め る も の と す る 。  

   第 3 章  議 会 等  

 （ 議 会 の 設 置 ）  

第 7 条  区 に 区 民 の 代 表 機 関 と し て 、 議 会 を 置 く 。  

 （ 議 会 の 責 務 ）  

第 8 条  議 会 は 、 区 民 の 代 表 機 関 と し て 、 区 民 の 意 思 が 的 確 に 区 政

に 反 映 さ れ る よ う 議 決 権 を 行 使 す る と と も に 、 適 正 な 行 政 運 営 が

行 わ れ る よ う 調 査 し 、 監 視 す る も の と す る 。  

２  議 会 は 、 自 治 体 の 立 法 機 関 と し て 、 積 極 的 に 政 策 立 案 、 政 策 提



言 を 行 い 、 議 会 活 動 の 活 性 化 に 努 め る も の と す る 。  

３  議 会 は 、 議 会 活 動 に 関 す る 情 報 を 区 民 と 共 有 し 、 そ の 説 明 責 任

を 果 た す も の と す る 。  

 （ 議 員 の 責 務 ）  

第 9 条  議 会 の 議 員 （ 以 下 「 議 員 」 と い う 。 ） は 、 区 民 の 代 表 と し

て そ の 権 限 及 び 責 任 を 自 覚 し て 行 動 す る も の と す る 。  

２  議 員 は 、 別 に 定 め る 政 治 倫 理 基 準 そ の 他 法 令 等 を 遵 守 し 、 公 正

で 公 平 な 議 会 活 動 を 行 う も の と す る 。  

   第 4 章  区 長 等  

 （ 区 長 の 設 置 ）  

第 10 条  区 に 区 の 代 表 と し て 、 区 長 を 置 く 。  

 （ 区 長 の 責 務 ）  

第 11 条  区 長 は 、区 民 の 信 託 に こ た え 、公 正 で 公 平 な 区 政 運 営 を 行

う も の と す る 。  

 （ 区 の 行 政 機 関 の 責 務 ）  

第 12 条  区 の 行 政 機 関 は 、区 民 に 最 も 身 近 な 行 政 機 関 と し て 区 民 ニ

ー ズ の 的 確 な 把 握 に 努 め 、 自 ら の 判 断 及 び 責 任 の 下 で 職 務 を 執 行

す る も の と す る 。  

２  区 の 行 政 機 関 は 、 多 様 な 方 法 に よ り 区 政 運 営 に 関 す る 情 報 を 分

か り や す く 区 民 に 提 供 す る 等 、 区 民 へ の 説 明 責 任 を 果 た す も の と

す る 。  

 （ 職 員 の 責 務 ）  

第 13 条  職 員 は 、区 を 愛 し 、区 民 の 視 点 に 立 っ て 、区 の 自 治 の 実 現

に 努 め る も の と す る 。  

２  職 員 は 、 区 民 に 最 も 身 近 な 地 方 政 府 の 一 員 で あ る こ と を 自 覚 す

る と と も に 、 別 に 定 め る 公 益 保 護 及 び 職 員 の 行 動 規 準 等 に 関 す る

規 程 そ の 他 法 令 等 を 遵 守 し 、 公 正 か つ 公 平 に 職 務 を 遂 行 す る も の

と す る 。  

３  職 員 は 、 職 務 の 遂 行 に 必 要 な 知 識 の 取 得 及 び 技 能 の 向 上 に 努 め

る も の と す る 。  

   第 5 章  区 政 運 営 の 原 則  

 （ 区 政 運 営 の 原 則 ）  

第 14 条  区 長 は 、財 政 の 健 全 化 及 び 自 立 的 な 財 政 基 盤 の 確 立 に 努 め

る と と も に 、 公 正 で 公 平 な 視 点 に 立 っ て 、 効 果 的 か つ 効 率 的 な 公

共 サ ー ビ ス の 提 供 に 努 め る も の と す る 。  



２  区 長 は 、 公 共 サ ー ビ ス の 提 供 に 当 た っ て は 、 区 の 基 本 構 想 に 基

づ き そ の 実 現 の た め の 総 合 的 な 計 画 を 定 め る も の と す る 。  

３  区 長 は 、 適 切 な 方 法 で 区 の 財 政 状 況 を 公 表 す る も の と す る 。  

４  区 の 行 政 機 関 は 、 組 織 相 互 間 の 連 携 を 図 り 、 一 体 と し て 行 政 機

能 を 発 揮 す る よ う 組 織 を 整 備 す る も の と す る 。  

５  区 の 行 政 機 関 は 、 多 様 な 方 法 に よ り 区 民 の 意 見 を 把 握 す る と と

も に 、区 民 の 区 政 へ の 参 加 及 び 協 働 の 機 会 を 提 供 す る も の と す る 。 

６  区 の 行 政 機 関 は 、 行 政 評 価 を 実 施 す る と と も に 、 そ の 結 果 に つ

い て 公 表 し 、 区 政 運 営 に 適 切 に 反 映 す る も の と す る 。  

   第 6 章  情 報 公 開 及 び 個 人 情 報 保 護  

 （ 情 報 公 開 ）  

第 15 条  区 の 行 政 機 関 及 び 議 会 は 、区 民 の 区 政 に 関 す る 情 報 を 知 る

権 利 を 保 障 し 、 こ れ を 積 極 的 に 公 開 す る こ と に よ り 、 区 民 と の 共

有 を 図 る も の と す る 。  

 （ 個 人 情 報 保 護 ）  

第 16 条  区 の 行 政 機 関 及 び 議 会 は 、そ の 保 有 す る 個 人 に 関 す る 情 報

を 保 護 し 、 こ れ を 適 切 に 管 理 す る も の と す る 。  

   第 7 章  住 民 投 票  

 （ 住 民 投 票 ）  

第 17 条  区 は 、住 民 の 生 活 及 び 区 政 に 重 大 な 影 響 を 有 す る 事 項 に つ

い て 直 接 住 民 の 意 思 を 問 う た め の 投 票 制 度 （ 以 下 「 住 民 投 票 」 と

い う 。 ） を 設 け る 。  

２  住 民 投 票 に お い て 投 票 権 を 有 す る 者 は 、 区 内 に 住 所 を 有 す る 年

齢 満 18 年 以 上 の 者 で 別 に 条 例 で 定 め る も の と す る 。  

（ 住 民 投 票 の 実 施 ）  

第 18 条  住 民 投 票 は 、次 に 掲 げ る 場 合 に 、区 長 が 実 施 す る も の と す

る 。  

⑴  前 条 第 1 項 に 規 定 す る 事 項 に つ い て 、 区 内 に 住 所 を 有 す る 年

齢 満 18 年 以 上 の 者 で 別 に 条 例 で 定 め る も の か ら 、そ の 総 数 の 5

分 の 1 以 上 の 者 の 連 署 を も っ て 、 住 民 投 票 を 実 施 す る よ う 請 求

が あ っ た と き 。  

⑵  前 条 第 1 項 に 規 定 す る 事 項 に つ い て 、議 員 の 定 数 の 12 分 の 1

以 上 の 者 か ら 住 民 投 票 の 実 施 を 求 め る 旨 の 発 議 が な さ れ 、 議 会

が こ れ を 議 決 し た と き 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 区 長 は 、 前 条 第 1 項 に 規 定 す る 事 項



に つ い て 直 接 住 民 の 意 思 を 問 う 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 住 民

投 票 を 実 施 す る こ と が で き る 。  

 （ 住 民 投 票 の 実 施 の 結 果 の 尊 重 ）  

第 19 条  区 は 、 住 民 投 票 の 実 施 の 結 果 を 尊 重 し な け れ ば な ら な い 。 

 （ 条 例 へ の 委 任 ）  

第 20 条  前 3 条 に 定 め る も の の ほ か 、住 民 投 票 の 実 施 に 関 し 必 要 な

事 項 は 、 別 に 条 例 で 定 め る 。  

   第 8 章  地 域 自 治  

 （ 地 域 自 治 ）  

第 21 条  区 は 、地 域 の 特 性 を 踏 ま え た 住 民 の 自 治 を 尊 重 し 、区 民 が

個 性 豊 か で 魅 力 あ る 地 域 づ く り を 行 え る よ う 、 地 域 自 治 を 推 進 す

る 。  

２  区 の 行 政 機 関 は 、 地 域 自 治 を 推 進 す る た め に 必 要 な 措 置 を 講 ず

る も の と す る 。  

３  区 民 は 、 第 1 項 の 地 域 づ く り を 行 う た め 、 地 域 の 区 分 ご と に 地

域 自 治 組 織 を 置 く こ と が で き る 。  

４  地 域 の 区 分 及 び 地 域 自 治 組 織 に 関 し 必 要 な 事 項 に つ い て は 、 別

に 条 例 で 定 め る 。  

   第 9 章  子 ど も の 権 利 等  

 （ 子 ど も の 権 利 等 ）  

第 22 条  子 ど も は 、社 会 の 一 員 と し て 自 ら の 意 見 を 表 明 す る 権 利 を

有 す る と と も に 、 健 や か に 育 つ 環 境 を 保 障 さ れ る 。  

   第 10 章  国 、 他 の 自 治 体 及 び 関 係 機 関 と の 連 携 及 び 協 力 等  

 （ 国 、 他 の 自 治 体 及 び 関 係 機 関 と の 連 携 及 び 協 力 ）  

第 23 条  区 は 、 広 域 的 な 課 題 又 は 共 通 の 課 題 の 解 決 に 当 た っ て

は 、 国 、 東 京 都 そ の 他 の 自 治 体 及 び 関 係 機 関 と 対 等 な 立 場 で 連 携

を 図 り 、 相 互 に 協 力 し て 取 り 組 む も の と す る 。  

 （ 国 際 社 会 と の 関 係 ）  

第 24 条  区 は 、国 際 都 市 と し て 自 覚 を 持 っ て 、国 際 社 会 と の 相 互 理

解 及 び 協 調 に 努 め る も の と す る 。  

   第 11 章  条 例 の 見 直 し 等  

 （ 条 例 の 見 直 し 等 ）  

第 25 条  区 長 は 、4 年 を 超 え な い 期 間 ご と に 、こ の 条 例 及 び 関 連 す

る 諸 制 度 に つ い て 、 区 民 及 び 議 会 と と も に 検 証 を 行 い 、 こ の 条 例

の 趣 旨 を 踏 ま え 、 必 要 な 措 置 を 講 ず る も の と す る 。  



 

附  則  

 

 こ の 条 例 は 、 平 成 23 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。  

 


